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令和３年宇治田原町議会運営委員会 

令和３年１１月１８日 

午前９時３０分開議 

議 事 日 程 

 日程第１  令和３年第２回臨時会について 

       ①提案議案について 

       ②議事日程（第１号）について 

 

１．出 席 委 員 

      委員長     ９番  馬 場   哉  委員 

      副委員長    ７番  藤 本 英 樹  委員 

              １番  浅 田 晃 弘  委員 

              ４番  山 本   精  委員 

              ５番  山 内 実貴子  委員 

             １２番  谷 口   整  議長 

 

１．欠 席 委 員     なし 

 

１．宇治田原町議会委員会条例第１８条の規定により会議事件の説明のため出席を求める

ものは次のとおりである。 

副 町 長 山 下 康 之 君 

総 務 担 当 理 事 奥 谷  明 君 

企 画 財 政 課 長 村 山 和 弘 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 矢 野 里 志 君 

庶 務 係 長 太 田 智 子 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前９時３０分 

○委員長（馬場 哉） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、急遽、議会運営委員会を招集いたしましたところ、皆様方にはご出席をいた

だき、ありがとうございます。 

  本日の委員会は、令和３年第２回臨時会における議会運営につきまして、お手元に配

付いたしております会議日程によりご協議をお願いいたします。 

  これより、議事に入ります。 

  日程第１、令和３年第２回臨時会についてを議題といたします。 

  提出議案について、当局より説明をお願いいたしたいと思います。山下副町長。 

○副町長（山下康之） 皆さん、改めまして、おはようございます。 

  本日は、急遽、議会運営委員会を開催いただきまして、誠にありがとうございます。 

  今、委員長のほうからございました提出議案についてでございますけれども、ご説明

申し上げたいと思います。 

  せんだっての１１日の議会運営委員会でそれぞれ議案のほうをお願いするご提案につ

いてご説明を申し上げたところでございますけれども、そうした中で、本日も早朝より

全員協議会を開催いただきまして、いろいろとお願い申し上げてきたところでございま

して、今回お願いをいたしておりました議案の第６２号、宇治田原町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例を制定するについて、これにつきましては、先ほど来、町

長のほうからご説明を申し上げましたとおり、今回、この議案につきまして、大変申し

訳ございませんが、取下げをお願いししていきたいというふうに思っております。 

  つきましては、この第６２号を取り下げたことによりまして、あとの給与関係２件、

また人事案件２件については、そのまま、せんだっての議会運営委員会の中でご説明さ

せていただいたとおり、提案を申し上げたい。 

  つきましては、議案番号のほうが第６２号で上げておりましたものを取下げさせてい

ただきまして、新たに６２号のほうを特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の

一部を改正する条例を制定するについてから以下、今のを含めて条例関係２件と、それ

から人事案件２件、これを繰り上げてお願いしていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（馬場 哉） ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、委員から質疑を受けます。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（馬場 哉） ないようですので、以上で提出議案について終わります。 

  議事日程（第１号）について。 

  ただいま説明のありましたとおり、議案第６２号、宇治田原町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例を制定するについてが提案されなくなったことにより、以下の

議案は、議案番号が繰り上がることとなり、新しい議案番号については、お手元に配付

のとおりでございます。 

  議事日程についても変更が生じますが、おおむね１１日の議会運営委員会で説明のあ

ったとおりであります。なお、議案第６４号の宇治田原町教育委員会教育長の任命につ

いて、今西議員が反対討論を予定されております。 

  変更後の議事日程については以上でございます。 

  以上で、日程第１、令和３年第２回臨時会について終わります。 

  これをもちまして、今臨時会に付議されました事件の議会運営委員会を閉会いたしま

す。ご苦労さまでした。 

閉  会   午前１０時３４分 

  



４ 

 

 

  宇治田原町議会委員会条例第２６条の規定によりここに署名する。 

 

 

          議会運営委員会委員長    馬  場     哉 

 


